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令和４年度 第２回倉吉市農業委員会会議議事録

１ 開催日時 令和４年５月１０日（火） 午後１時３０分から午後２時５０分

２ 開催場所 倉吉市役所 第２庁舎 ３階 会議室３０２

３ 出席委員 （２７人）

会長 １５番 山脇 優 委員

農業委員

１番 早田博之 委員 ２番 髙見美幸 委員 ３番 船越省吾 委員

５番 吉村年明 委員 ６番 藤井由美子 委員 ７番 河野正人 委員

８番 福井章人 委員 ９番 鐵本達夫 委員 １０番 衣笠健一郎 委員

１１番 室山恵美 委員 １２番 山下賢一 委員 １３番 筏津純一 委員

１４番 松本幸男 委員 １６番 山田有宏 委員 １７番 原田明宏 委員

１８番 數馬 豊 委員 １９番 美田俊一 委員

農地利用最適化推進委員

西谷美智雄 委員 涌嶋博文 委員 塚根正幸 委員 田倉恭一 委員

山本淑恵 委員 藤原 治 委員 林 修二 委員 小谷義則 委員

鳥飼 巧 委員

４ 欠席委員 （０人）

５ 議事日程

第１ 開会

第２ 会長あいさつ

第３ 議事録署名人の決定

第４ 連絡・報告事項

第５ 議事

議案第 9号 農地法第３条の規定による許可申請について

議案第 10号 農地法第５条の規定による許可申請について

議案第 11号 非農地・非採草放牧地現況証明申請について

議案第 12号 農地法施行令第 30条の規定による農耕貸付けに係る農地法第 3条の許可の適否について

議案第 13号 農用地利用集積計画の決定について

議案第 14号 農用地利用配分計画について

第６ その他

第７ 閉会

６ 農業委員会事務局職員

局長 内川 啓二

主幹 梶本 幸敬

主任 岩田 寿朗

７ 会議の概要
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(１) 開 会

事務局 只今より、令和４年度第２回農業委員会会議を開会いたします。はじめに山

脇会長にごあいさつをお願いいたします。

(２) 会長あいさつ

会 長 （会長あいさつ）

※ 議長選出

事務局 この後は農業委員会会議規則第３条により、会長が議長となり会議を進行し

ていただきます。よろしくお願いいたします。

(３) 議事録署名人の決定

議 長 それでは本日の議事録署名人ですが、私の方から指名させていただいてもよ

ろしいでしょうか。

（はいの声）

議 長 それでは指名をさせていただきます。１０番 衣笠委員、１１番 室山委員に

議事録署名人をお願いいたします。

※ 欠席・遅刻届連絡委員の報告

議 長 本日は全員出席でございます。

(４) 連絡・報告事項

議 長 続きまして（４）連絡報告事項、よろしくお願いします。

事務局 令和４年度第２回倉吉市農業委員会会議報告及び予定事項でございます。別

紙をご覧ください。（以下事務局説明）

議 長 はい、ありがとうございました。続きましてくらよし農業に関する相談会の

報告を早田委員お願いします。

１番 １番 早田でございます。４月２０日の日にくらよし農業に関する相談会が

ございました。当番委員は山本さんと私で、市のほうからは内川事務局長と完

田さんとに立ち会っていただきました。

１枚目ですが、○○○の○○さん。実際には○○にお住まいの方でございま

して、地震でちょっと家が悪くなって○○○のほうにお住まいでございます。

市内の農地に関係したことでございました。相談内容は自己所有の農地につい

て次男に相続してほしい、相続の手続きについて教えて欲しいというようなこ

とでございました。跡継ぎの長男さんが死亡されておりまして、次男さんは実

際には市外、○○○のほうに養子に行かれているということで次男が結婚され

る際に財産を相続放棄するように伝えられており、ちょっと次男さんとの折り

合いが悪いというようなことでございました。農地は中山間地直接支払いの対

象農地でございまして、現在はですね、耕耘は他の方に依頼して草刈りは自分

でやっておられるというようなことでございました。１３年くらい前に亡くな

った長男には子どもがあって、その方にもいくらか財産を残してあげたいとい
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うようなご相談でございました。妹さんもあったりするんですけど相談ができ

るような状況でないようでございまして、とりあえず相続の関係については司

法書士に相談をしながら、自分の思いを次男さんに伝えながら次男さんの意向

を確認しながら、今後どうしていくかというようなことを進めていくのが筋な

のかなということで一応帰っていただきました、というようなことでございま

す。

２番目の○○○○○の○○○さんですが、６０を越えられた長男の方にも同

席してもらってのお話でございます。農業施設ついてということで現場ちょっ

と見たら酪農施設のようなかたちでございましたが、○○にある○○○○の牛

舎を撤去した場合固定資産税はどうなるのかということと、農業を継承してい

ただける酪農家ができなくなって誰か別の方に継承していただけないだろうか

というような御相談でございました。

相談者の息子さんが酪農をしておられたんですが平成○○年に亡くなられた、

○○の方でございます。牛舎は補助金を活用して平成○年に建設、補助金返還

はもう生じないということでございました。それと牛舎の撤去費用を見積もり

してもらったら大体５００万円ぐらい掛かるかなと、下のコンクリートも含め

たら１，０００万ぐらい掛かるんじゃないかというというようなことでござい

ます。継承する農家については以前から○○の藤原氏に相談していたというこ

とでございましたが、藤原委員さんに聞きますと相談があったのはごく最近の

４、５日前の話であったということでございますので、また藤原委員さんから

もこういった御意見があったらお聞きしたいと思います。それと○○○○○○

が絡んでる事業ということでございまして、何か縛りがあるんじゃないかとい

うことで後で内川さんのほうから報告があると思います。それと土地の評価に

ついてはですね、現在農業用施設用地となっておりまして税金は確かに安いん

ですけども、牛舎を撤去した場合宅地並みの評価になる可能性があるというこ

とで、そういう形になると思います。

３番目です。○○○の○○さん、農地に関する相談ということで借りている

農地の隣地に竹が生えている、竹が畑に入ってきてしまうので困っている、隣

地の所有者は分からないというようなことでございました。○○の○○○○○

○と、もう少し行った○○○○の間の○○○○○○の裏の小高い畑といいます

かそういう所でございました。固定資産税が掛かっておりませんので、税務課

のほうで所有者が特定できないということもございます。それで法務局に行っ

ていただいて登記を確認してもらったら、今の所有者がわかるんじゃないかと

いうことで帰っていただきました。実際ちょっと見たら丸竹が生えとってちょ

っと管理がしていないということで、実際丸竹を伐採すればなんとかなるのか

なというとこでございます。

次に４番でございます。○○○の○○さんから農地に関する相談です。相談

者の隣地にある農地の所有者から売買の話があったと、金額は３０万円、全筆

で。この金額が適切な金額なのかというようなご相談がございました。状況と

しては区画整理によって２筆が１枚の田んぼになっておりまして、２筆とも相

談者が耕作しておられて、所有者の方に賃料の支払いをしている状況でござい

ます。実際その○○さんは２，２００㎡ほど面積がございまして、借りとる同

じ１枚の田んぼの中に７７３㎡という○○さんの土地がございます。１反当り

３９万円弱という単価でございますので、それは適当な金額であろうというこ

とで今の時点でですねお互いが仲いいときに処理したらどうかいなということ

で、農業委員会への手続きをしながらやっていただきたいというようなことを
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伝えております。これはいいチャンスじゃないかと思っております。

以上でございまして、１２時まできっちりかかってやらせていただきました。

なら内川さん、その２番目の○○○さんの関係で分かるところをお願いします。

事務局 ○○さんのほうから御相談があったなかで、御本人さんのお話では平成○年

度建設ということで補助金返還は生じないということでしたけれども、畜舎に

つきましては耐用年数のこともございます。その辺り当時の○○事業につきま

しては市を通じてない補助金が交付されておりまして、ちょっと詳細のほうが

分からないというのが実態でございます。その辺りも含めまして○○○○○○

○○さんと、合わせまして県で恐らく補助金のほうが出ておりますので中部農

林局の農業振興課に畜産担当の○○○○○○がいらっしゃいますので、そちら

のほうに今、特に財産管理台帳、例えば処分制限年月日を含めましてどのよう

になっているのか確認中でございます。まだちょっと回答は得られておりませ

ん。例えば処分制限が切れており、何に使ってもいいよというようなこともご

ざいますけれども、施設利用につきまして畜舎あるいはそれに近いかたち牛舎

というような使い道で限定されるということでしたら、使い道の方も幅広くと

いう訳にはいきませんので働きかけのほうが違って参ります。本人さんの方は、

農業用倉庫や農業用施設で使ってもらえないかというようなことがございまし

たけれども、その辺りも含めましてきちっと○○○○、或いは県の畜産担当と

確認を以て、今後の使い道の指導の方にあたっていきたいと思っております。

以上でございます。

議 長 ○○さんの牛舎については、確かあの大型台風で一度全滅してまた建て直し

てその後次男の○○さんが亡くなった後、○○さんが借りて作っとったはずだ

けども、酪農を。○○さんがもう辞めるっていうことでしょう。ですからこれ

が空いてきたということだと思います。はい、藤原委員どうぞ。

藤原推進委員 推進委員の藤原です。私の名前が載っておりますのでちょっと説明をさせて

いただきますけれども。この相談会の２日ほど前に○○○さんから電話をいた

だきました。用件というのは、○○側からこの酪農家以外の畜産農家の人に利

用していただくことはできんだろうかということでございました。酪農家の方

が決まりかけとった訳ですけれども断念されたという経過がありまして、その

他に○○の直営施設とか、それから○○の和牛であったりということで使って

いただくことはできないかという相談があったということです。

酪農の関係は○○○○と○○さんが窓口になって進めておられます。私の方

は酪農家以外の畜産農家ということで○○の畜産部長にもちょっと話をしまし

た。部長のほうも知っておりましてこの用件については直営施設はできないと

いうことと、それから畜産農家についてもちょっと難しいということでした。

このことについては４月の２２日に○○○さんのほうに連絡、報告をしている

ところです。今後ですけれどもこれについては酪農家の可能性があるのであれ

ば○○○○を窓口として、畜産施設としてということであれば私のほうが窓口

でええと思うんですけれども、あと倉庫であったり農業施設というということ

になると地元の委員さんの方が窓口されたほうがええでないかなと思っており

ます。この○○事業の結論ですね処分制限年限このことによっていろいろまた

変わってくると思います。以上です。
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議 長 はい、ありがとうございました。まあちょっと難しい面があると思います。

今、酪農家が一人○の地区に持っとる、○○に大きなサイレージがあります。

あれもかなり荒れてきてましてね、酪農家が４軒ぐらい辞めとるもんだから。

まあどっちかというと酪農と和牛肥育ということでとりあえず分けてそれから

でないとできんかなと思います。よろしくお願いしたいと思います。○○の人

も酪農も次々辞めていってね、皆自分達の所も空いてきてるし、サイレージの

ところも資材置場になっとるしね。酪農は今どこも大変でないかなと思います。

それから○○の○○○○○さんの田んぼ、とりあえず司法書士さんに相談し

てくださいということで話がしてあると思います。自分が管理をしとるようで

すけれども、かなり急傾斜の法面の田んぼがあるんですけど、以前災害で２５、

６年前かな直した田んぼもありますし、あまりいい田んぼじゃないもんでなか

なか耕作する人がおらんみたいですわ。そこまたどがになるか、財産の半分は

権利があるかいな。鐵本さん、次男坊のほうに半分は権利があるかいな。

９番 この○○○さんが半分。

議 長 妹さんがおるだ。

９番 なら２分の１を３で、６分の１だ。長男と次男とで。

議 長 長男の子どもがおれば権利がある。とりあえず司法書士に相談してって言っ

てあるから、相談してもらった方がいいと思いますね。

１４番 田んぼが値打ちがあればいいけど、司法書士の金引いたら残らんで。

議 長 処分できんもん、受け継ぐ者がおらんもん。それからこの○○○○の隣接の

所有者が分からんかいな。

事務局 ちょっと、今のところは分からないですね。

議 長 それが分からんとどうにもならんでないかな、竹が生えとるところ。法務局

に行くように行ってあるかいな。

１番 はい。

議 長 ○○○の件、金額が全筆で３０万円って書いてあるけど。

事務局 ７７３㎡分が３０万円です。２反２畝は既に所有しておられる土地です。

議 長 分かりました。

(５) 議 事

議 長 それでは続きまして（５）本日の議事について、事務局より説明をお願いし

ます。

事務局 本日の議事についてご説明をさせて頂きます。議案第９号 農地法第３条の



6

規定による許可申請についてでございます。議案の２ページのとおり２件の申

請がございます。番号１は売買による所有権移転、番号２は贈与による所有権

移転でございます。下限面積は備考欄に記載のとおりで許可要件を満たしてい

ると考えております。

続いて議案第１０号 農地法第５条の規定による許可申請についてでござい

ます。議案４ページのとおり４件の申請がございます。番号１は○○地内にお

ける一般住宅の建築でございます。申請地は第１種農地で許可根拠は集落接続

でございます。番号２は○○地内における共同住宅２棟の建築でございます。

申請地は都市計画用途地域の第１種住居地域に指定されており農地区分は第３

種農地ですので原則許可でございます。番号３は○○○○地内における一般住

宅の建築でございます。農地区分は第２種農地で、許可根拠は集落接続でござ

います。番号４は○○○○○○地内における一般住宅の建築でございます。申

請地は農振農用地区域内の農地で、３月の第１２回農業委員会会議でご審議い

ただき、現在除外手続き中の農地です。農地区分は第１種農地で許可根拠は集

落接続です。

続いて議案第１１号 非農地・非採草放牧地現況証明申請についてですが議

案６ページのとおり、１件の申請が出ております。

議案第１２号 農地法施行令第３０条の規定による農耕貸付けに係る農地法

第３条の許可の適否についてです。議案８ページのとおり中国四国農政局より

意見を求められているものでございます。

議案第１３号 農用地利用集積計画の決定についてですが、議案の１１ペー

ジから４０ページまで８９件の利用権設定の申し出と、４１ページのとおり所

有権移転が１件ございます。

議案第１４号 農用地利用配分計画については４８ページから４９ページの

とおり３件の協議がございます。本日の議案は以上でございます。

議案第９号 農地法第３条の規定による許可申請について

議 長 それでは早速議事に入らせていただきます。議案第９号 農地法第３条の規

定による許可の申請について委員の皆さまにお諮りいたします。議案に対する

質疑を求めます、ありませんか。

（質疑なし）

議 長 ないようですので、賛成の農業委員の方の挙手を求めます。

（賛成者 挙手）

議 長 はい、ありがとうございます。全員賛成でございますので承認といたします。

議案第１０号 農地法第５条の規定による許可申請について

議 長 続きまして議案第１０号 農地法第５条の規定による許可の申請について

皆さんにお諮りいたします。本件につきましては本日午前１０時３０分より、

当番委員であります福井委員、田倉委員、藤井代理、内川局長、岩田主任と私

の６名で現地の調査に行っておりますので、代表して田倉委員より報告をお願

いします。
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田倉推進委員 田倉です、それでは報告いたします。６名で現地確認をした結果、１番○○

につきましては既に用途変更の許可が下りている状況だということのようでご

ざいます。全て１番から４番まで問題なしということでございます。

議 長 それでは皆さんにお諮りいたします。何かございませんか。

（なしの声）

議 長 ないようですので、議案第１０号につきまして賛成の農業委員の方の挙手を

求めます。

（賛成者 挙手）

議 長 はい、全員賛成でございますので承認といたします。

議案第１１号 非農地・非採草放牧地現況証明申請について

議 長 続きまして議案第１１号 非農地・非採草放牧地現況証明申請についてお諮

り致します。本件につきましても田倉委員より報告お願いします。

田倉推進委員 現状を確認致しましたところ車庫を建てられるようでございますが、既に工

事に着手されている状況でございます。これは許可できないと、現状ではでき

ないということです。以上です。

議 長 只今報告がございましたが現地調査の結果ですね、車庫を建てる所の半分が

非農地証明がでている所だけ。ところがまだ承認してないのにもう基礎しとる

わけですね、ベタコン打って。で、これは承認できませんよということで。お

父さんが出てこられて、若い方の奥さんが出てこられて話をして、本来ならこ

れは全部コンクリートを壊して撤去してくださいと、でないとこれは承認でき

ませんよということで一応帰りました。それでこちらの方でまた協議させてい

ただきます、ということで。結局宅地はいいんですけど、宅地以外を非農地証

明を申請したところにも続けて基礎を打ってしまったと。自分がされておるよ

うです、子ども達と楽しみながら鉄筋、配管したりとか。だけどこれはだめで

すよということで、また後日改めてこちらから連絡しますということで。コン

クリを壊して撤去して元の農地に返してもらうか、このままなんとかするのが

いいのかということをちょっと話をしてからでないと、私達は農業委員会とし

ては今即刻はできませんと。本来なら違反転用で撤去が必要なんですよ、とい

うことを言って帰っております。

結局申請したからもういいかもと思って掛かっとるだ。事務局の方は掛かっ

ちゃいけませんよって言ってあったんだな。だけどそれを無視してしちゃった。

今ベタコン打ってる上に鉄筋を配筋して、その上にもう一遍コンクリを打つよ

うに今鉄筋の準備をしてる。ですから鉄筋は取れるんだけど、コンクリもめぐ

となると半分は撤去してもらわないけん。土に戻してもらわないけん、それが

通常の姿なので。皆さんにも意見をお伺いしたいけどどうしましょうか。

１４番 許したら、みんな許さないけんようになる。
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議 長 そうです、そういうことなんです。１つがいいとこれからそういうのが出て

も、はい OKですって言わないけんようになる可能性があるでっていう話で現

場から帰ってきたんですけれども。そんなに大きな広さじゃないもんですから、

畳何畳分ぐらいだったかな。４、５畳くらいかな。コンクリをめぐとすればす

ぐめげるけどな。普通ならめいで壊して撤去してもらって、農地の姿に戻して

もらわんと許可できないということなんです。

前は駐車場にしとった家は、ストップしてとにかく一切手を付けないでくだ

さい、現場にも入らないでくださいと。申請されて許可が出るまではつついち

ゃだめですよってことで許可した例があります。それは舗装した土地なので駐

車場として使ってたから、ここはいつでも許可になるところなのですぐ手続き

して申請してくださいということで。○○○○だったと思うんですけど、そこ

の○○○の駐車場で。それから○○○○って昔○○○に○○があったです。そ

この畑を車庫にするということでしかけとって、それもストップしてもらって

申請してくださいと。黙ってされたら違反転用で罪になりますよと社長を呼び

出して、とにかく申請が下りるまでは一切中に入らないでください、トラロー

プ張ってくださいということでそれを確認しながら申請してもらって、許可し

たことがあります。

ですけどここは既にコンクリ打っちゃっとるでな、どうしたもんかなという。

とりあえず今月は保留はしますよということで。今松本委員が言ったようにこ

ういう例を認めたら、みんな認めないけんようになるし。

９番 気の毒だけど、いけんって言うしかないな。

１３番 申請時点でしたらいけんよって言ってあるでしょ。

事務局 申請時点というよりは、現地を確認しに行った時に作業されようとしていた

のでこれ以上しないでくださいと息子さんには伝えたので。

１３番 そりゃいけんわいな。

議 長 もしこれで強行されるようだったら違反転用になりますよって。

西谷推進委員 今現在が違反転用じゃないですか。はっきり言えば撤去ですよね。

１３番 それでいいと思います。

議 長 そしたら土を戻してもらって、再度確認してということにしたらどうかなと

思うです。ちょっとコンクリはようめがんでないかな、ちっちゃいユンボで作

業しとるだけな。私が極端にしようと思えばその非農地証明のところのコンク

リを土で埋めちゃうですわ１回。農地に見えるようにそのままで、それで許可

すると、コンクリをめがずに土を戻して見た目が農地ですよというぐらいまで

譲歩してやったらいいかなと私は思うんです。土で隠しちゃうと全く分かりま

せんから。側だけ型枠が張ってあるんですよコンクリが流れんように、だから

それだけを外してそこまで土を戻してもらって農地のように確認してあげたら

どうかなと、農地だという写真を証明して撮ってね。めぐとなると素人はよう

めぎません、ユンボのパイを使ってガンガンめいで撤去せんととても無理です。
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鉄筋の上にまだ打ってなくて良かったです。非農地証明の農地ということでた

またま土がこちらの方にユンボで持ち上げて山に積んであるんです。今のとこ

ろ下までなので、私としてはそれを戻して敷いたことにしてブルーシート敷い

て、上に土載せて畑にして承認したらどうかなと思うんですけれどもいかがで

しょうか。

１４番 いいです。

議 長 そこぐらいは譲歩してあげてもいいのかなと。本当は撤去してもらいたいん

ですけれども、そんなに大きい広いところでもないし家の裏の公然と見えると

ころでもないし、それぐらいのことはええかなと思って。

１９番 この左側の図面見るとね、もう既に前から何か○○○－○の中には建っとっ

たですな。

議 長 車庫が建っとってこぼしたようです。

１９番 どこが３４２㎡になるんですか。

事務局 ○○○－○が畑で３４２㎡の土地でございまして、その北側にある○○○－

○それから○○○－○と○○○－○の隣にある○○○－○は同じ○○さんの

敷地で３つが宅地になっているというところです

議 長 ○○○－○と○○○－○を続けちゃって右端が土のままで残してあるんで

す。○○○－○と○○○－○をひっつけて大体半々ぐらいで造成がしてあるん

です。それで○○○－○と○○○－○はここに車が２台置いてあります。これ

は宅地です。だから○○○の続きを同じ幅で造成をしちゃっとるということで

す、非農地証明を申請した時点で。

事務局 補足で説明をさせてください。○○○－○から○○○－○にかけて農機具か

何かを置くような建物が前から建っていたのは事実で、半分くらいちょっと掛

かってます。

議 長 前のページを見てください、位置図の○○○－○のところ。宅地がちょっと

黒枠の中に建物が入ってるでしょう、これが農業用倉庫だったみたい。それを

壊して今度は一番南側の方に寄せて長細いのを建てるということで、この○○

○－○の中の半分くらいを使ってあります。

１９番 ２アール未満の届出だけでええでないかという感覚でした。農業用なら倉庫

も無許可で。

議 長 農機具倉庫なら問題ないけど今回は車庫だって。まあ、だからさっき言った

ようなことで話をさせてください、向こうと。許可できれば来月でも許可して

あげたいと思います。１ヶ月待ってもらいましょう。ということでお任せ願い

たいと思います。
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議案第１２号 農地法施行令第３０条の規定による農耕貸付けに係る農地法第３条の許可の

適否について

議 長 それでは議案第１２号 農地法施行令第３０条の規定による農耕貸付けに

係る農地法第３条の許可の適否について説明してください。

事務局 説明させていただきます。この件につきましては昨年の１１月に中四国農政

局のほうから、売払いにつきまして協力の依頼があったかというふうに思いま

す。１２月の農業委員会の会議にてあっせん委員を松本委員さんにお願いいた

しまして、売払いもしくは貸付のあっせんを行っていただきました。その結果

買受けっちゅうのはなかなかないですけど、お一人○○の○○さんという方か

ら借受の希望がございました。その間若干時間が開きましたけれども、４月の

１３日になりまして○○さんのほうが来庁されまして、国に対する普通財産貸

付申請書というものを提出がございました。それを受けまして、中四国農政局

よりこの度３条の許可を得られえる者であるか否か採決を求められたという

ところでございます。８ページには内訳がございますけれども、田んぼと雑種

地、この雑種地につきましては畦畔でございます。合計で４筆で５反あまりの

ものでございます。尚この中四国農政局の照会に関しましては、使用料の算定

のために一番近いところの賃借料の方を教えて欲しいということがございま

して、備考欄に書いておりますけれども最も近い賃貸借がございます、１反あ

たり１，０００円でございますけれどもそちらの情報提供も行いたいというふ

うに思っております。以上でございます。

議 長 はい、只今説明がございました。松本委員は大変ご苦労さまでした、ありが

とうございました。いい具合に借り手が見つかったようでございます。それで

は皆さんにお諮りいたしますが、何かございませんか。

（なしの声）

議 長 ないようですので、賛成の農業委員の方の挙手を求めます。

（賛成者 挙手）

議 長 はい、ありがとうございました。承認と致します。

議案第１３号 農用地利用集積計画の決定について

議 長 続きまして議案第１３号 農用地利用集積計画の決定についてお諮り致しま

す。本日の農用地利用集積計画の各筆明細に該当委員に係る案件がございます

ので、事務局より全体の説明を受ける前に該当委員に係る案件を先に審議させ

ていただくことに御異議ございませんか。

（なしの声）

議 長 異議なしということでございますので、そのように進行させていただきます。

農業委員会等に関する法律第３１条の規定により該当委員の退席を求めます。

１１ページ番号１番と１２ページ番号４番は、１３番 筏津委員に係る案件で
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ございますので退席を求めます。

（筏津委員 退席）

議 長 それでは筏津委員が退席しましたので、事務局説明をお願いします。

事務局 １１ページ番号１番でございます。○○の１筆３，０９５㎡の賃借権の設定

でございます。以下記載のとおりでそのほか１２ページの番号４番で、合計致

しまして２筆、４，８９３㎡の賃借権の設定でございます。農業経営基盤強化

促進法第１８条第３項の各要件を満たしているものと考えます。以上でござい

ます。

議 長 はい、只今の案件対する質疑を求めます。ありませんか。

（なしの声）

議 長 ないようですので、農業委員の方の賛成の方の挙手をお願いします。

（賛成者 挙手）

議 長 はい、ありがとうございます。全員賛成でございますので承認と致しまして、

筏津委員の入場を求めます。

（筏津委員 入場・着席）

議 長 筏津委員へ、只今の案件につきましては異議なしということで承認されまし

たので報告いたします。

続きまして１１ページ番号２番の○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○は１９番 美田委員に係る案件でございますので退席を求めます。

（美田委員 退席）

議 長 それでは事務局説明してください。

事務局 １１ページ番号２番でございます。○○の２筆６，０１６㎡の賃借権の設定

でございます。農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしてい

るものと考えます。以上でございます。

議 長 はい、只今美田委員の案件について説明がございました。皆さんの質疑を求

めます。ありませんか。

（なしの声）

議 長 ないようですので、挙手による採決を求めます。

（賛成者 挙手）
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議 長 はい、ありがとうございます。全員賛成でございますので承認と致しまして、

美田委員の入場を求めます。

（美田委員 入場・着席）

議 長 美田委員へ、只今の案件につきましては異議なしということで承認されまし

たので報告いたします。

続きまして１２ページ番号３番は、田倉推進委員に係る案件でございますの

で退席を求めます。

（田倉委員 退席）

議 長 それでは事務局説明してください。

事務局 １２ページ番号３番でございます。○○○の２筆１，７１４㎡の賃借権の設

定でございます。農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たして

いるものと考えます。以上でございます。

議 長 はい、只今説明がございました。皆さんの質疑を求めます。ありませんか。

（なしの声）

議 長 ないようですので、賛成の方の挙手をお願いいたします。

（賛成者 挙手）

議 長 はい、ありがとうございます。全員賛成でございますので承認と致します。

田倉委員の入場を求めます。

（田倉委員 入場・着席）

議 長 田倉委員へ、只今の案件につきましては異議なしということで承認されまし

たので報告いたします。

続きまして３５ページ番号７３番は、１８番 數馬委員に係る案件でござい

ますので退席を求めます。

（數馬委員 退席）

議 長 事務局お願いします。

事務局 ３５ページ番号７３番でございます。○○の２筆２，９６７㎡の賃借権の設

定でございます。農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たして

いるものと考えます。以上でございます。

議 長 はい、只今説明がございました。皆さんの質疑を求めます。ありませんか。
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（なしの声）

議 長 ないようですので、賛成の農業委員の方の挙手をお願いいたします。

（賛成者 挙手）

議 長 はい、ありがとうございます。全員賛成でございますので承認と致しますの

で數馬委員の入場を求めます。

（數馬委員 入場・着席）

議 長 數馬委員へ、只今の案件につきましては異議なしということで承認されまし

たことを報告いたします。

以上で該当する出席委員の案件について審議を終わりましたので、その他の

案件について審議を行います。事務局より説明をお願いいたします。

事務局 １１ページに戻ります。利用権設定各筆明細等集計表につきましては、田、

畑、樹園地の合計は２８４，２４１㎡でございます。利用権設定各筆明細につ

きましては、１１ページから４０ページまでの記載のとおりでございます。

続きまして３９ページをお願いします。補足ですけれども番号８４番と８５

番です。賃借権の設定ですけれども受人が○○○○○○○○○○○でございま

す。代表取締役が○○○○さんでございます。この分につきましては解除条件

付きということになっております。よろしくお願いします。

続きまして４１ページの所有権移転関係でございます。所有権の移転を受け

る者、○○○の○○○○。所有権を移転する者、○○の○○○○○さんでござ

います。移転する土地は○○の１筆６４０㎡の畑でございます。対価は６５，

０００円、１０アールあたりですと１０１，５６２円でございます。

利用権設定を受ける者の農業経営の状況につきましては、４２ページから４

４ページ、所有権の移転を受ける者の農業経営の状況につきましては、４５ペ

ージ記載のとおりでございます。いずれも農業経営基盤強化促進法第１８条第

３項の各要件を満たしているものと考えます。以上でございます。

議 長 はい、只今議案第１３号について説明がございました。議案に対する質疑を

求めます。ありませんか。はい、山本委員。

山本推進委員 山本です。○○○○○○○さんの解除条件付きというのはこの間の話でしょ

うか。

事務局 この間の話と同じです。

山本推進委員 自分の土地をきれいに耕作できるようにしてから、ということですかね。

事務局 他の土地云々はないんですけれども、この農地に関して解除条件を付けてお

るという解釈でお願いできますでしょうか。
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山本推進委員 何を解除される。

事務局 途中で荒らしたり、耕作しない状態になった場合は速やかに原状回復してし

なければならないという条件を付けておるということです。

山本推進委員 本人はそれは承知しておられるんですかね。出しにこられたでしょう、書類

持って。

事務局 この賃貸借契約によって解除条件付きというのは理解はしております。

山本推進委員 本人さんが。

事務局 はい。

山本推進委員 分かりました。

議 長 他にございませんか。

（なしの声）

議 長 ないようですので、議案第１３号につきまして質疑を求めます。賛成の農業

委員の方の挙手をお願いいたします。

（賛成者 挙手）

議 長 はい、ありがとうございます。全員賛成でございますので承認と致します。

議案第１４号 農用地利用配分計画について

議 長 続きまして議案第１４号に入ります。農用地利用配分計画について皆さんに

お諮り致しますが、本日の農用地利用集積計画の各筆明細に該当委員に係る案

件がございますので、事務局より全体の説明を受ける前に該当委員に係る案件

を先に審議させていただくことにご異議ございませんか。

（なしの声）

議 長 異議なしということでございますので、農業委員会等に関する法律第３１条

の規定により該当委員の退席を求めます。４８ページ番号１番は１８番 數馬

委員に係る案件でございますので退席を求めます。

（數馬委員 退席）

議 長 それでは事務局説明をお願いします。

事務局 ４８ページ番号１番でございます。権利設定を受ける者、○○○。権利設定

する農用地につきましては２筆３，０７６㎡の水田の配分計画で、賃借権の設

定で、以下記載のとおりでございます。以上でございます。
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議 長 はい、只今數馬委員の案件について説明がございました。御質問、御意見ご

ざいませんか。

（なしの声）

議 長 ないようですので、賛成の農業委員の方の挙手をお願いします。

（賛成者 挙手）

議 長 はい、全員賛成でございますので承認と致します。數馬委員の入場を求めま

す。

（數馬委員 入場・着席）

議 長 數馬委員へ、只今の案件につきましては異議なしということで承認されまし

たことを報告いたします。以上で該当する出席委員の案件について審議を終え

ましたので、引き続いてその他の案件について審議を行います。それでは事務

局説明をお願いします。

事務局 ４８ページでございます。利用配分計画各筆明細につきましては、４８ペー

ジの番号１番から４９ページの番号３番までのとおりでございます。権利設定

をする農用地につきましては合計で２１筆、１９，２１１㎡の水田でございま

す。配分計画を受ける者の農業経営の状況等は、５０ページから５１ページに

記載しております。農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項の規

定により倉吉市長から協議がありましたので、本会の意見を求めるものでござ

います。以上でございます。

議 長 はい、只今事務局より全体について説明がございました。議案に対する質疑

を求めます。ありませんか。

（なしの声）

議 長 ないようですので、賛成の農業委員の方の挙手をお願いします。

（賛成者 挙手）

議 長 はい、ありがとうございます。全員賛成でございますので、承認とさせてい

ただきます。以上で議事は終了といたします。

（６）その他

議 長 続きまして別冊、その他報告･連絡事項を御覧ください。それでは（１）農地

法第５条の規定による許可を必要としない届出書について、事務局より岩田主

任。

事務局 別冊のほうをご覧頂きたいと思います。２ページの農地法第５条の規定によ
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る許可を必要としない届出書についてでございます。鳥取県中部総合事務所県

土整備局河川砂防課が発注する工事に伴う一時転用でございまして、工事現場

資材の仮置き場として使用するものでございます。転用期間、届出地について

は以下記載のとおりでございます。以上です。

議 長 続きまして（２）梶本主幹。

事務局 あっせん申出のあった農地及びあっせん委員の選任についてということで、

今回は１件であります。説明させていただきたいと思います。

３ページ、相談者が所有者の子であります○○○○○さんで土地は○○の水

田でございます。相談内容は売買でございます。

以上、あっせん委員の選任についてよろしくお願いいたします。

議 長 それではあっせん委員の選任を行います。松本委員と私とでやらせていただ

きます。

続きまして（３）あっせん活動についての報告をお願いしたいと思います。

まず１番目のこれは數馬委員。

１８番 報告します。来年度からの耕作というのはまだ作る人が出てきておりません

が、今年の場合は上から３番目の○○○○番地については私が作っている隣だ

ったものですから、私が作るということで今年はいきます。それとこの分につ

いて、賃貸契約ではなく実際は売買の方でやりたいと本人からの申し出もあり

ました。以上です。

議 長 それで後の３筆についてはどうされるんでしょうか、管理は。

１８番 管理については本人が、畦の草刈りについては○○○○に１ヶ月半に１回の

契約で、田んぼの中については○○に耕耘を頼むということで聞いております。

議 長 はい、どうもありがとうございました。それでは続きまして２番目について

これは小谷委員ですか。

小谷推進委員 推進委員の小谷です。２番目の○○○○さん所有の土地について報告いたし

ます。最初上段の○○字○○これは７０㎡と非常に小さい土地でございまして、

これは現在隣接してる土地に取り込まれてしまったような感じになっておりま

してですね、７０㎡っていうのが実際にどこのところまでかもう一遍よく調査

していかんといかんので、ごめんなさいこの７０㎡に関してはあっせんも何も

できておりません。これから調査します。

それと○○○の字○○○○○、約１反弱の田んぼなんですけれどここにつき

ましてはもう何年も耕作を止められておりましてですね、私ども○○○の人間

がいろいろ草刈り等は毎年２回ぐらい荒れ地に入ってですね、一応外観的に見

苦しくならないような作業はしてはおるんです。

なんとかこの度あっせんしてもらいたいという○○に住んでおられる長男さ

んからの依頼があってですね、○○○地区で大口農家であります○○○○さん

とか、○○○○さん。このお二人に山下委員と一緒にお願いをいたしました。

○○○○さんにつきましては、ご承知のごとく昨年長男さんを亡くされまして
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非常に四苦八苦しておられまして、ちょっと勘弁してもらいたいと。○○○○

さんになんとか作ってもらえんでしょうかとだいぶ食い下がったんですけど、

それの一段上を○○さんが作っておられまして、田んぼの状況を良くご存じな

わけでして非常にじゅるい田んぼだと。なかなかトラクター入れてもはまって

しまうんで、いくらあんたの頼みでも勘弁してくれということで良い話になっ

ておりません。そういうことを含めまして５月６日に○○の長男さんご本人に

電話しました。何とかいろんなところを当たっているんだけど田んぼの状況が

あまり良くないのでまだ見つかっておりませんけども、何とか他の人に作って

もらえんかどうか継続して話をしてみるということで、一応了解は取りました。

以上です。

議 長 はい、ありがとうございました。続きまして吉村委員。

５番 ここの田んぼが、推進委員であります西谷さんが隣で田んぼを作っておられ

まして、頼んだところ無理矢理ですけれども快諾とはいかんですけれども、な

んとかやろうかという話になったですけど。まあ行ってみますと西谷さんが田

んぼをきれいにしよられて、その田んぼっていうのは何十年も作ってない田ん

ぼでものすごい草が茂っとった訳ですわ。中には産廃等がいっぱいありまして

ですね、それをものすごい人員を割いて整備されたんですけども、もうちょっ

と前向きな話があったら良かったんですけども、そうすれば農業委員会にかけ

て放棄地の農地への予算がもらえたかと思うんですけれども。ただ西谷さんは

今年の田んぼを作るのに間に合わんということで自分でやられたそうです。ち

ょっと気の毒かなと思ったです。かといって証拠があるわけでもないし、写真

もないし。撮ってあればよかったけど、ないです。もしできればそういった予

算が今の話だけの中で出していただけたらいいかなと思うんです。

議 長 大変気持ちは良くわかりますが、事前着工になりますので一切出ません。前

もありましてね、申請が遅れてもう草を刈ってきれいにしちゃってたので、そ

れはもう根拠がないので０円です。残念ながら。そういうことですのでよろし

くお願いしたいと思います。

それから（４）の業務活動日誌について梶本主幹。

事務局 （４）の農地利用最適化業務活動日誌についてということで本来なら先月お

配りしたかったんですけど、いろいろ制度等変わりましたので今回机の上に置

かせていただいております。貴重な時間なんですけれども会議終了後に若干時

間をいただきまして、資料を机に置かさせてもらっておりますので、後でちょ

っと説明したいと考えております。

続きまして令和３年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価（案）

について説明をさせてもらいます。５ページの農業委員会の状況につきまして

は令和４年度３月３１日現在の状況でございます。かいつまんで言いますと認

定農業者数は１４６でございます。続きまして６ページは担い手への農地の利

用集積・集約化について記載しております。７ページについては新たに農業経

営を営もうとする者の参入促進について記載をしております。次、Ⅳ遊休農地

に関する措置に関する評価及び、次のページが違反転用への適正な対応等を記

載させてもらっております。実績に基づいて記載しておりますので、お読みと

りいただければというふうに思っております。
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次が別紙様式１の令和４年度最適化活動の目標の設定等（案）についてでご

ざいます。この部分に関しては本来なら先月にお知らせしたかったんですけど、

新しく変わっておりますのでそれで事務局としてもなかなか数字の方が入れれ

ない状況であって､数字の方は入れましたけれども、現時点では県とすりあわせ

確認作業中でございますので、ちょっと修正等あるかもしれませんがそれはご

了承いただければと思っております。

説明をさせてもらいますけれども、まず Iの農業委員会の状況については４

月１日現在で数字のほうは当てはめておりますので問題はないかと思っており

ます。次、Ⅱの最適化活動の目標っていうところでございます。ここからは新

しく盛り込まれたことになっております。１が最適化活動の成果目標、次が遊

休農地の解消ということで、目標等々を記載させてもらっております。後は次

のページの（３）の新規参入の促進も、実績を踏まえて目標の方を入力させて

もらっております。

続きましてここからが今日私が一番話をしたいところなんですけれども、最

適化活動の活動目標ということで、推進委員等が最適化活動を行う日数目標と

いうのです。活動日誌のほうは提出していただくのはこれまでと変わりがない

んですけれども、令和４年度からの目標の設定等の中に活動日数を農業委員会

事務局が盛り込んで、それを達成に向けて全国の農業委員会が進んでいくとい

うことでございます。活動日数はそれぞれの農業委員会で設定して良いんです

けれども、国の説明等を聞いておりますと月に１０回っていうことだったんで

すけれども、１０回はとても心苦しいと感じておりまして、週２回活動すると

想定して８日ということで設定させてもらいます。また活動日誌は後で説明さ

せてもらいますけれども、日誌をあっせんでもカウントされるし農地の見回り

とかそういった活動をして記録に残すということの日数を８と設定させてもら

っております。続きまして最後の説明しますけれども、活動強化月間の設定目

標を定める必要がありましてこの分に関しては１１月以降に記載のとおり農業

委員会で取り組む目標を設定させてもらっています。（２）の設定目標の方は記

載はしておりますけれども、具体的には今度頭の中を整理して説明させていた

だきたいと思っております。続きまして（３）の新規参入相談会への参加目標

ということで、この分に関しては農業に関する相談会を毎月しておりますが、

それをですね４回１０月、１１月、１２月、１月の予定で、今午前やっている

のを昼午後からもプラスアルファーを盛り込んで新規参入相談も盛り込みなが

ら相談会を開催する予定にしますので、また改めて当番委員を配置していきた

いというふうに考えておりますので、よろしくお願いします。

話が戻ってしまって申し訳ないんですけど、推進委員等が最適化活動を行う

日数目標を月に８日というふうに説明させてもらいました。この分に関しては

活動日誌はこれまで３ヶ月とか定期的に出してもらってたんですけれども、と

りあえず皆さんが慣れるまでの間は、毎月農業委員会の時に月の分をまとめて

提出していただくことを想定しておりますのでよろしくお願いします。例えば

提出がないなと思いましたら、私の方が電話連絡してちょっとお話しして状況

等を個々に話をしながら進めていければなと考えております。この活動日数が

例えば出されない方があった場合、農地利用最適化交付金の支給対象外という

ことになっておるということで国の制度としてそこは明白にしております。活

動日数が一人でもゼロだったらその市町村の交付金は支給対象外ですよという

ことでございました。中立委員につきましては、倉吉市の場合は活動日誌等は

対象外にしていきたいと思いますのでよろしくお願いします。以上でございま
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す。

議 長 今、説明がございましたけどね、調査で回っておるなかで今日も○○○で農

地に疑わしいことがしてあるもので、調べた結果農地のままで税務課は雑種地

の税金を取っとる。実際は台帳は農地になっております。そこにたくさん物が

投げてあって、これを本人に対して非農地証明の申請を正式に出すように勧告

しようかと思っておりますけれども。皆さんも自分の担当地区であそこに変な

物が植えてあるなとか、例えば太陽光がしてあるなとかそういうところに農地

パトロールを普段もしていただければこの活動日誌に書けますので。特に違反

転用等かなりあります。そういうのの確認をしてもらえれば非常にありがたい

と思いますので。自分の受け持ち区域を定期的に見てもらえれば、様子が変わ

った農地があれば違反転用ですので、そういうのも事務局に問い合わせればす

ぐ分かりますので、調べれば。航空写真取ってみたり調べたりしますので、違

反転用とかも用心していただければ活動日誌に書けますので、その点はよろし

くお願いしたいと思っております。無駄なことはありません。見てまわってね

おかしいの結構あるんですよ、午前中調査でも今日おかしいなと、あそこは農

地じゃないかと。台帳調べたら農地だと、石がいっぱい投げてあってね。そう

いうのも日数のうちに入りますので、８日間の中に入れてもらって結構ですの

で。丸々半日とか１日じゃないといかんというということではない。

事務局 全然、そういうことではありません。

議 長 １時間でも４０分でも、順番に見てもらって違反があらへんかとかそういう

のも見てもらえれば非常に助かります。普段からの観察が大事ですのでよろし

くお願いします。皆さんからその他の項で何かございませんか。

（なしの声）

議 長 ないようでしたら、本日の農業委員会会議はこれをもちまして閉会といたし

ます。

― 午後２時５０分 閉 会 ―


